
備 考

随意契約によることと
し た 理 由

別紙のとおり

契 約 金 額 40,078,500円 （税込）

履 行 期 間 （ 至 ） 令和　８年　３月３１日

履 行 期 間 （ 自 ） 令和　７年　６月　９日

業 務 区 分 建設コンサルタント等

予 定 価 格 40,079,396円 （税込）

業 務 場 所 －

分任支出負担行為担当官
名古屋港湾空港技術調査事務所長　和田　尚久
愛知県名古屋市南区東又兵ヱ町１丁目５７－３

契 約 業 者 の 住 所 神奈川県横須賀市長瀬３－１－１

随意契約結果及び契約の内容

契 約 年 月 日 令和　７年　６月　９日

契 約 業 者 名 国立研究開発法人 海上・港湾・航空技術研究所　港湾空港技術研究所

業 務 の 名 称 令和７年度　伊勢湾海域環境予測手法高度化研究委託

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の 名 称 及 び 所 在 地

業 務 概 要

本委託業務は、伊勢湾再生行動計画に基づく環境改善施策が水質・
生態系に及ぼす効果を定量的に予測・評価することを目的に伊勢湾
海域環境予測システムの解析手法の改良検討、漂流ゴミの回収効率
化を目的に潮目・流況予測システムの精度検証等を行う。



 

 

委託先選定理由書 

 

１．件 名 

  令和７年度 伊勢湾海域環境予測手法高度化研究委託 

 

２．委託先 

  国立研究開発法人 海上･港湾･航空技術研究所 港湾空港技術研究所 

  神奈川県横須賀市長瀬 3丁目 1番 1号 

 

３．委託先選定理由 

  伊勢湾は、我が国の経済活動をはじめとして地域の生活を支える役割を担っている。伊

勢湾は閉鎖性水域のため海域環境は影響を受けやすく、高度経済成長期には赤潮や苦潮が

増加するなど海域環境は著しく悪化したが、近年は流入負荷の削減等により水質は改善傾

向にある。一方、いまだ貧酸素水塊が発生し生態系の回復には至っておらず、豊かな海の

再生は重要な課題となっており、モニタリング・分析をしながら取り組みを継続する必要

がある。また、伊勢湾の表層流についてはレーダ観測に代わるより効率的な把握手法が求

められている。これまでにも、伊勢湾の流動、水質、及び低次・高次生態系の物質循環の

メカニズムに関する考察は行われており、一定の成果が得られているものの、より効果的

な環境修復や環境影響に配慮した港湾工事等を行うため、内湾水質複合生態系モデルによ

る環境改善施策の評価手法の確立が必要である。 

  本委託業務（以下：本業務）は、伊勢湾再生行動計画に基づく環境改善施策が水質・生

態系に及ぼす効果を定量的に予測・評価することを目的に伊勢湾海域環境予測システムの

解析手法の改良検討、漂流ゴミの回収効率化を目的に潮目・流況予測システムの予測結果

の検証等を行う。本業務を履行するためには、伊勢湾に特化した水質・底質等の環境特性

や貧酸素水塊などの環境阻害要因の発生・消滅メカニズムを十分に熟知しているととも

に、以下の能力・知見（技術）を有している必要がある。 

 ①内湾水質複合生態系モデルによる解析プログラムに関する高度な知見 

 ②上記モデルを活用した海域環境予測に関する高度な知見 

  国立研究開発法人 海上･港湾･航空技術研究所 港湾空港技術研究所は、港湾及び空港の

整備等に関する調査、研究及び技術の開発等を行うことにより、効率的かつ円滑な港湾及

び空港の整備等に資するとともに、港湾及び空港の整備等に関する技術の向上を図ること

を目的として設置された研究機関である。同研究所は、底質改善効果の予測に関する研究、

干潟実験施設を用いた干潟再生の可能性に関する研究を行っていることから、水質・底質

等の環境特性や貧酸素水塊などの環境阻害要因の発生・消滅メカニズムに関する専門的知

識に精通している。また、内湾水質複合生態系モデルを用いた流動生態系シミュレーショ

ンシステムを所有し、継続的な開発・研究を行っていることから、必要な技術力を十分に

有している。 

  そのため、本業務を効率的かつ円滑に実施する機関は国立研究開発法人 海上･港湾･航

空技術研究所 港湾空港技術研究所以外にない。 

  また、令和 7年 4月 10日から令和 7年 4月 21日まで行った、本業務の「参加者の有無

を確認する公募手続きに係る参加意思確認書の提出を求める公示」の結果、応募者がなか

ったことにより、上記の要件を満たすものが国立研究開発法人 海上･港湾･航空技術研究

所 港湾空港技術研究所以外に存在しないことが確認された。 

  以上の理由から契約の性質または目的が競争を許さないと認められるため、会計法第２

９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号の規定により、国立研究開発 

 法人 海上･港湾･航空技術研究所 港湾空港技術研究所と随意契約を行うものである。 
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